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■０〜14歳（年少人口）　　■15〜64歳（生産年齢人口）　　■65歳以上（老年人口）
■70〜74歳　　■75〜79歳　　■80歳以上

121,048

30,774
33,721

34,596
34,958

35,859
37,814

37,866
36,745

34,580
31,608

28,878

43,03244,23645,19046,75849,23753,068
59,195

64,051
66,923

68,986
72,439

17,835 16,304 14,864 13,850 13,779 13,931 14,110 14,295 14,396 14,263 14,017

119,011
116,383

112,859
108,833

104,813
101,212

97,798
94,166

90,107
85,927

■要支援１　■要支援２　■要介護１　■要介護２　■要介護３　■要介護４　■要介護５　■認定率

■認知症高齢者数　■第１号被保険者に占める認知症高齢者の割合

※2020年までは住民基本台帳による実績値、2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所将来推計人口
（2018年）を基に市独自の推計値。

※2021年度から2023年度は実績値。2024年度から推計値。
※実績値は各年９月末時点の数値を利用。
※2021年度から2023年度の認定率を用いて推計している。2024年度以降の性別年齢階級別の要介護認定者の
割合は一定としている。

※性別年齢層別の有病率を使用して推計。有病率は、二宮利治ほか（2014）「厚生労働科学研究費補助金
　日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」の数値を利用。
※2021年から推計値。

※2022年まで実績値、2023年以降、推計値。

（第１号のみ）

　本計画は、本市の高齢者を取り巻く中長期的な動向や課題を見据えて、地域共生社会の実現に

向けた中核的な基盤となる地域包括ケアシステムの推進を目的とする「生駒市高齢者保健福祉計

画・第９期介護保険事業計画」として策定します。

　また、本計画は、本市の最上位計画である「生駒市総合計画」を基盤とし、健康福祉分野の各

個別計画である｢健康いこま21」「生駒市特定健康診査等実施計画」「生駒市障がい者福祉計画」「生

駒市子ども・子育て支援事業計画」との整合性を図り、策定しました。

　計画期間は2024年度から2026年度までの３年間です。本計画は、第８期までの取組みを踏まえ

るとともに、2040年の中長期的な視野に立ち、「地域包括ケアシステム」の深化・推進を進めます。

計画の策定について

2040年の社会像

計画の期間

　本市における年齢３区分

人口をみると、15-64歳（生

産年齢人口）は2065年まで

は減少傾向にあります。

　65歳以上人口（老年人口）

は2045年にピークを迎え、

それ以降、減少傾向に転じ

ると見込まれています。

総人口

　要支援・要介護認定者数

は、2040年度まで増加傾向

で推移すると見込まれてい

ます。

要支援・要介護認定者数と認定率

　認知症高齢者数は2035年

まで増加傾向で推移し、2035

年をピークにその後減少傾

向に転じると見込まれます。

認知症高齢者数

　70歳以上におけるひとり

暮らし高齢者数は2030年度

まで増加傾向で推移し、そ

の後横ばい傾向で推移する

と見込まれます。

ひとり暮らし高齢者

2021年度
（令和３年度）

2022年度
（令和４年度）

2023年度
（令和５年度）

2024年度
（令和６年度）

2025年度
（令和７年度）

2026年度
（令和８年度）

2027年度
（令和９年度）

2028年度
（令和10年度）

2029年度
（令和11年度）

2030年度〜
2040年度
（令和12〜
22年度）

第８期計画

2025年度までの見通し

2040年度までの中長期的見通し

第10期計画第９期計画
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3 中長期的ビジョン

　これまで本市が基本理念として目指してきた「住み慣れた地域で支え合いながら自分らし

く 安心して暮らせるまち いこま」を中長期的ビジョン（2040年の姿）として設定します。

　制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域

の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人

ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会。

中長期的ビジョン設定の考え方
地域共生社会とは

ビジョン
（2040年の姿）

課　題

基本目標

施策・事業

住み慣れた地域で支え合いながら  自分らしく 安心して暮らせるまち いこま
○住み慣れた地域で自分が望む生活ができる
○自身の関心や能力に応じて助け合い・支え合うことで、
　地域を共につくり、誰もが生きがいを感じ安心して暮らせる

○多機関の協働や制度間の連携により複
雑・複合的な課題を含む様々な生活課
題に対応できる。

○４つの場面（①日常の療養支援、②入
退院支援、③急変時の対応、④看取り）
に応じた医療と介護の連携体制が強化
されている。

１
高
齢
者
を
支
え
る
地
域
の
体
制
づ
く
り

２
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
促
進
【
重
点
施
策
】

３
高
齢
者
の
住
ま
い
の
確
保
と
住
替
え
支
援

４
虐
待
防
止
・
権
利
擁
護
の
推
進

５
高
齢
者
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

６
制
度
・
分
野
間
で
連
携
し
た
重
層
的
支
援
体

制
の
構
築
【
重
点
施
策
】

７
災
害
・
感
染
症
に
対
す
る
備
え

○市民一人ひとりが健康づくり・介護予
防に取り組んでいる。

○健康・医療・介護の情報の一元化によ
る健康づくりから介護予防まで一体的
な取組みが推進されている。

○総合事業やリハビリ等を活用し、心身
機能や生活行為の回復と維持ができて
いる。

１
健
康
づ
く
り
か
ら
介
護
予
防
ま
で
一
体
的
な

取
組
み
の
推
進

２
自
立
支
援
に
向
け
た
介
護
予
防
・
重
度
化
防

止
の
推
進
【
重
点
施
策
】

３
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
の
充

実

地域共生社会

地域包括ケアシステムの深化・推進によって実現

80代以上人口の増加と生産年齢人口の減少

サービス基盤
の整備

医療と介護の
連携強化

多機関・多職種の協働による
支援の推進

○多くの高齢者等が社会参加（就労的
活動を含む。）をし、生きがいを持っ
て暮らしている。

○社会参加の進展により、地域におけ
る支え合いの仕組みが機能してい
る。

１
生
き
が
い
づ
く
り
活
動
の
推
進

２
社
会
参
加
の
促
進
・
就
労
的
な
活
動
支
援

３
地
域
活
動
の
推
進

４
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
の
充

実
【
重
点
施
策
】

５
支
え
合
い
活
動
の
推
進
【
重
点
施
策
】

生きがいづくりや社会参加の促進、
生活支援の充実を通じた地域づくり

○認知症の人ができる限り地域で自分
らしく暮らし続けることができてい
る。

○認知症の人の意見が尊重され、適切
な意思決定支援・権利擁護が行われ
ている。

○認知症の人を地域で見守り、支援す
る体制が構築されている。

１
認
知
症
の
正
し
い
理
解
の
促
進

２
認
知
症
予
防
の
促
進

３
医
療
的
ケ
ア
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

４
認
知
症
の
人
お
よ
び
家
族
等
に
対
す
る
相
談

体
制
等
の
充
実

５
認
知
症
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
推
進

６
若
年
認
知
症
の
人
へ
の
支
援

７
認
知
症
の
人
の
社
会
参
加
支
援
【
重
点
施
策
】

８
認
知
症
の
人
の
意
思
決
定
支
援
お
よ
び
権
利

利
益
の
保
護
【
重
点
施
策
】

認知症の人が尊厳を保持し
希望を持って暮らせる社会の実現

○社会環境の変化を見据えたサービス基
盤・人的基盤が整備されている。

○家族介護者等への支援が充実している。
○介護現場の生産性向上（業務の効率化

とサービスの質の向上）ができている。
○地域包括支援センターの機能強化によ

り高齢者や家族に寄り添った支援がで
きている。

○介護給付を過不足なく適正に提供でき
る体制がある。

１
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備
と
家
族
介
護
支

援
の
充
実

２
人
材
の
確
保
・
育
成
・
定
着
、資
質
の
向
上
【
重

点
施
策
】

３
介
護
現
場
の
生
産
性
向
上
・
業
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】

４
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ー
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質
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び
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務
の
質
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化

５
介
護
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の
取
組
み
の
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進

持続可能な介護保険制度の推進
健康づくり・介護予防の

いっそうの推進

社会参加の
促進

認知症施策
の推進

介護現場の
生産性向上

災害時等の安定
的なサービス提
供体制の構築

介護予防・健康
増進のいっそう

の推進

地域住民等
による日常
生活支援

家族介護者
等への支援
の充実

介護人材の
確保・育成・

定着

効率的・効果
的な介護給付

の推進

地域包括支援
センターの
機能強化
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3 中長期的ビジョン

　これまで本市が基本理念として目指してきた「住み慣れた地域で支え合いながら自分らし

く 安心して暮らせるまち いこま」を中長期的ビジョン（2040年の姿）として設定します。

　制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域

の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人

ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会。

中長期的ビジョン設定の考え方
地域共生社会とは

ビジョン
（2040年の姿）

課　題

基本目標

施策・事業

住み慣れた地域で支え合いながら  自分らしく 安心して暮らせるまち いこま
○住み慣れた地域で自分が望む生活ができる
○自身の関心や能力に応じて助け合い・支え合うことで、
　地域を共につくり、誰もが生きがいを感じ安心して暮らせる

○多機関の協働や制度間の連携により複
雑・複合的な課題を含む様々な生活課
題に対応できる。

○４つの場面（①日常の療養支援、②入
退院支援、③急変時の対応、④看取り）
に応じた医療と介護の連携体制が強化
されている。

１
高
齢
者
を
支
え
る
地
域
の
体
制
づ
く
り

２
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
促
進
【
重
点
施
策
】

３
高
齢
者
の
住
ま
い
の
確
保
と
住
替
え
支
援

４
虐
待
防
止
・
権
利
擁
護
の
推
進

５
高
齢
者
に
や
さ
し
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ま
ち
づ
く
り
の
推
進

６
制
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連
携
し
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重
層
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支
援
体

制
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築
【
重
点
施
策
】

７
災
害
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感
染
症
に
対
す
る
備
え

○市民一人ひとりが健康づくり・介護予
防に取り組んでいる。

○健康・医療・介護の情報の一元化によ
る健康づくりから介護予防まで一体的
な取組みが推進されている。

○総合事業やリハビリ等を活用し、心身
機能や生活行為の回復と維持ができて
いる。

１
健
康
づ
く
り
か
ら
介
護
予
防
ま
で
一
体
的
な

取
組
み
の
推
進

２
自
立
支
援
に
向
け
た
介
護
予
防
・
重
度
化
防

止
の
推
進
【
重
点
施
策
】

３
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
の
充

実

地域共生社会

地域包括ケアシステムの深化・推進によって実現

80代以上人口の増加と生産年齢人口の減少

サービス基盤
の整備

医療と介護の
連携強化

多機関・多職種の協働による
支援の推進

○多くの高齢者等が社会参加（就労的
活動を含む。）をし、生きがいを持っ
て暮らしている。

○社会参加の進展により、地域におけ
る支え合いの仕組みが機能してい
る。
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生
き
が
い
づ
く
り
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動
の
推
進

２
社
会
参
加
の
促
進
・
就
労
的
な
活
動
支
援

３
地
域
活
動
の
推
進

４
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
の
充

実
【
重
点
施
策
】

５
支
え
合
い
活
動
の
推
進
【
重
点
施
策
】

生きがいづくりや社会参加の促進、
生活支援の充実を通じた地域づくり

○認知症の人ができる限り地域で自分
らしく暮らし続けることができてい
る。

○認知症の人の意見が尊重され、適切
な意思決定支援・権利擁護が行われ
ている。

○認知症の人を地域で見守り、支援す
る体制が構築されている。

１
認
知
症
の
正
し
い
理
解
の
促
進

２
認
知
症
予
防
の
促
進

３
医
療
的
ケ
ア
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

４
認
知
症
の
人
お
よ
び
家
族
等
に
対
す
る
相
談

体
制
等
の
充
実

５
認
知
症
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
推
進

６
若
年
認
知
症
の
人
へ
の
支
援

７
認
知
症
の
人
の
社
会
参
加
支
援
【
重
点
施
策
】

８
認
知
症
の
人
の
意
思
決
定
支
援
お
よ
び
権
利

利
益
の
保
護
【
重
点
施
策
】

認知症の人が尊厳を保持し
希望を持って暮らせる社会の実現

○社会環境の変化を見据えたサービス基
盤・人的基盤が整備されている。

○家族介護者等への支援が充実している。
○介護現場の生産性向上（業務の効率化

とサービスの質の向上）ができている。
○地域包括支援センターの機能強化によ

り高齢者や家族に寄り添った支援がで
きている。

○介護給付を過不足なく適正に提供でき
る体制がある。
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介
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介
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介護現場の
生産性向上

災害時等の安定
的なサービス提
供体制の構築

介護予防・健康
増進のいっそう

の推進
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の充実
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基本目標と主な施策について4

9/29 金

14:00～16:00
Zoom開催 ※コミュニティセンターでの

　視聴も可

講演「地 域 B C Pの ス ス メ
～スタッフ、そし て 患 者 ・ 利 用 者 の
いのちと生活 を 守 る た め に ～ 」

近年多発する自然災害で被害を受けたり、新興感染症などが蔓延したり。
利用者や患者のために、そうした状況でもサービスを継続するための計画が「BCP」です。

今回は、ヘルスケア領域におけるBCP作成の目的や基本方針、組織づくり、
地域での事業者間の助け合いについて学べる「2時間」です。

オンライン開催

講師

山 岸  暁美さん

慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室
（一社）コミュニティヘルス研究機構 機構長・理事長

日赤医療センター勤務後、小児病院や
総合病院に勤務。国のプロジェクトに
もマネージャーとして従事。厚労省時
代、東日本大震災対応にも携わる

こ ん な 「 あ な た 」 に オススメ！

ひな形はあるけど…
ひな形を活用すれば時間短縮。自分の機関に合っ
た形への応用方法を解説します。

01

そもそもB C Pって…
在宅医療分野のBCP作成の第一人者である講師が
一から丁寧に説明するので安心です。

02

業務が忙しくて…
各機関や自宅でも受講できるようオンラインでも
開催。都合のいい方法で気軽に受けられます。

03

問合せ  :地域医療課（☎74-1111、内線2410）
※講演は、連携型BCP・地域BCP策定に関する　
　モデル地域事業の一環で行います。

生駒市福祉健康部日
時
・
場
所

　
主
催
　

グループワーク   　　   開催

地域BCPのススメ
～スタッフ、そして患者のいのちと生活を守るために～

☎0743-74-1111、内線2410
生駒市地域医療課

定員:60人　費用:無料
※連携型BCP・地域BCP策定に関するモデル地域事業
　の一環で行います。

たいせつだと分かってはいるけど、なかなか手をつけづらい「BCP」。
市内の医療・介護事業所が集まるこの機会に「モヤモヤ」を解消してみませんか。
講師は、前回同様BCP策定に関する経験豊富な慶應義塾大学の山岸暁美さん。
直接、アドバイスをもらいながら、いっしょに取り組んでみましょう。

同業種による
連携を学ぶ

11/13(月)

・BCPの事例報告
・講師説明（同業種による
　連携のポイントなど）
・グループワーク（現状の
　共有、連携のあり方）

同業種や地域での
連携を考える

12/13(水)

・前回のふり返り
・講師説明
・グループワーク（同業種
　連携における課題の整理
　と取組事項など）

実際にBCPを
作ってみる

1/19(金)

・前回のふり返り
・講師説明
・グループワーク（連携型
　BCPやフォーマットの作
　成など）

疑問を
解消できる
チャンス！

◇参加対象者：市内医療介護事業所に従事する人
◇時間・ところ：14：00～16：00、メディカルセンター3階研修室
◇全3回のグループワークになります。
◇9月29日㈮実施のオンライン講演（録画）の視聴が可能ですので、地域医療課まで問い合わせてください。

(全3回)を

まだ元気やけど言っとくわ

まだ元気やけど言っとくわ

発　行：令和６年２月第１版
発行元：生駒市地域医療課
企　画：生駒市エンディングノート等作成ワーキンググループ

想いを伝える
「私ノート」

想いを伝える
「私ノート」

　医療・介護の両方のサービスを必要とする人や、複雑な生活課題を抱える人であっても地域で安心

して暮らし続けられるよう、地域の様々な機関や人々が協力・連携して、一人ひとりの暮らしをきめ

細やかに支援できる体制の整備を進めます。

●在宅医療・介護の連携を促進し、在宅療養のサポート体制を強化します。

●虐待の早期発見のための関係機関の連携強化や災害・感染症発生時にも安定的にサービスを提供す

るための地域の連携体制の構築に取り組みます。

●介護分野以外も含めた多様な機関や地域住民と連携し、制度や分野の垣根を超えた重層的な支援を

行うための体制整備を進めます。

　市民が住み慣れた地域や家庭で安心して暮らし続けることができ

るよう、市や医療、介護の関係機関が連携して包括的かつ継続的な

医療と介護サービスの提供体制を構築するため、生駒市医療介護連

携ネットワーク協議会を開催しています。また、協議会の下部組織

として、在宅医療介護推進部会及び認知症対策部会を置き、医療介

護従事者の参画を得て、在宅療養や認知症ケアに関するサポート体

制を強化していきます。

基本目標１  多機関・多職種の協働による支援の推進

【方向性】

【主な取組】

生駒市医療介護連携ネットワーク協議会

　既存の相談支援等の取組みを活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援

ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、相談支援・参加支援・地域

づくりに向けた支援を一体的に行う生駒市重層的支援体制整備事業（かさねるい

こま）に取り組んでいます。今後、地域づくりやアウトリーチ等を通じた伴走支

援にも積極的に取り組んでいきます。

いこまる相談窓口・・・高齢、障がい、子ども、貧困等の各分野の担当課と相談支

援機関が連携し、市内23箇所（令和６年３月時点）あるいずれの窓口でも「ど

んな相談でも丸ごと受け止める」取組み。「どこに相談していいかわからない」

などの相談を受け付けています。

多機関協働事業・・・「いこまる主任推進員」を配置し、かさねるいこまの運営、

地域づくりや複雑化・複合化したケースについて多機関で話し合う重層的支援

会議の開催や支援担当者への支援としてアドバイスや他支援機関とのつなぎを

行っています。

参加支援事業・・・自治会などの単位で地域の方々と地域の福祉課題解決に向けて

伴走支援を行う「わがごとカイギ」を行っています。

　自らが望む医療やケアについて考え、支援者や家族等と共有し、市民が望む生活を最

期まで送るためのツールとして、生駒市版エンディングノートを作成しました。医療・

介護従事者からなるワーキンググループを在宅医療介護推進部会の下に置き、会議を重

ねながら市民の方に広く知ってもらうため、ノートのタイトルは、広報等を活用して投

票を行い『想いを伝える「私ノート」』に決定しました。

　令和６年２月18日（日）の市民フォーラム「人生会議を

学べる２時間」では、人生会議（ACP）に関する講演や「私

ノート」の配布、作成の他、カードゲームやボードゲーム

による人生会議の体験を行いました。第９期の在宅医療介

護推進部会では、医療介護連携の促進及び人生会議（ACP）

の普及啓発のため『想いを伝える「私ノート」』やカードゲーム、ボードゲーム

を活用し、専門職や市民への理解を深めます。

　なお、『想いを伝える「私ノート」』は生駒市ホームページからもダウンロード

ができます。

　高齢者虐待通報受理件数は横ばいですが、支援困難ケー

スは年々増加傾向にあります。虐待等、支援困難なケース

対応を充実させるため、令和３年度に基幹型地域包括支援

センターを直営で設置し、地域包括支援センター７カ所の

バックアップを行うとともに、関係機関と情報交換や連携

しながら、虐待の防止に努めています。

人生会議（ACP）の普及啓発に向けた取組みコラム❶

虐待防止・権利擁護の推進コラム❷

医療介護連携ネットワーク
協議会

在宅医療介護
推進部会

認知症対策
部会

　コロナ禍を踏まえ、医療・介護事業所は災害時におけるサービス提供体制の継続に不

安・危機感を持っている状況にありました。これを受けて、（１）生駒市医療介護連携ネッ

トワーク協議会、（２）生駒市（福祉政策課、地域包括ケア推進課、介護保険課、地域医

療課、防災安全課）、（３）奈良県（地域医療連携課、郡山保健所）にて災害時におけるサー

ビス提供体制の継続について検討を進めるため、「令和５年度　厚生労働省 在宅医療の災

害時における医療提供体制強化支援事業　連携型BCP・地域BCPに関するモデル地域事業」

を開始。共通理解を得るための研修を実施後、３回のグループワークを中心に課題抽出及

び解決策について検討を行いました。

　今後は、在宅療養者（特に、人工呼吸器や在宅酸素利用者等の医療ニーズの高い方、認

知症や精神疾患の方、独居等で介護力が低い方等）に対して、地域全体で必要な医療・ケ

アが継続できるよう、引き続き奈良県及び郡山保健所の協力を得ながら、支援体制の構築

を目指していきます。

連携型BCP・地域BCP策定支援事業

研修案内

わがごとカイギ

重層的支援会議

ボードゲームの様子

『想いを伝える
「私ノート」』

←生駒市HPはこちら

0件
R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

200件

100件

■通報受理件数　■虐待認定した件数　■支援困難ケース

養護者による虐待と支援困難ケース

35件
17件

97件

35件
21件

152件 161件

29件17件 28件
13件
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基本目標と主な施策について4

9/29 金

14:00～16:00
Zoom開催 ※コミュニティセンターでの

　視聴も可

講演「地域 B C Pのススメ
～スタッフ、そして患者・利用者の
いのちと生活を守るために～」

近年多発する自然災害で被害を受けたり、新興感染症などが蔓延したり。
利用者や患者のために、そうした状況でもサービスを継続するための計画が「BCP」です。

今回は、ヘルスケア領域におけるBCP作成の目的や基本方針、組織づくり、
地域での事業者間の助け合いについて学べる「2時間」です。

オンライン開催

講師

山 岸  暁美さん

慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室
（一社）コミュニティヘルス研究機構 機構長・理事長

日赤医療センター勤務後、小児病院や
総合病院に勤務。国のプロジェクトに
もマネージャーとして従事。厚労省時
代、東日本大震災対応にも携わる

こんな「あなた」にオススメ！

ひな形はあるけど…
ひな形を活用すれば時間短縮。自分の機関に合っ
た形への応用方法を解説します。

01

そもそもB C Pって…
在宅医療分野のBCP作成の第一人者である講師が
一から丁寧に説明するので安心です。

02

業務が忙しくて…
各機関や自宅でも受講できるようオンラインでも
開催。都合のいい方法で気軽に受けられます。

03

問合せ  :地域医療課（☎74-1111、内線2410）
※講演は、連携型BCP・地域BCP策定に関する　
　モデル地域事業の一環で行います。

生駒市福祉健康部日
時
・
場
所

　
主
催
　

グループワーク   　　   開催

地域BCPのススメ
～スタッフ、そして患者のいのちと生活を守るために～

☎0743-74-1111、内線2410
生駒市地域医療課

定員:60人　費用:無料
※連携型BCP・地域BCP策定に関するモデル地域事業
　の一環で行います。

たいせつだと分かってはいるけど、なかなか手をつけづらい「BCP」。
市内の医療・介護事業所が集まるこの機会に「モヤモヤ」を解消してみませんか。
講師は、前回同様BCP策定に関する経験豊富な慶應義塾大学の山岸暁美さん。
直接、アドバイスをもらいながら、いっしょに取り組んでみましょう。

同業種による
連携を学ぶ

11/13(月)

・BCPの事例報告
・講師説明（同業種による
　連携のポイントなど）
・グループワーク（現状の
　共有、連携のあり方）

同業種や地域での
連携を考える

12/13(水)

・前回のふり返り
・講師説明
・グループワーク（同業種
　連携における課題の整理
　と取組事項など）

実際にBCPを
作ってみる

1/19(金)

・前回のふり返り
・講師説明
・グループワーク（連携型
　BCPやフォーマットの作
　成など）

疑問を
解消できる
チャンス！

◇参加対象者：市内医療介護事業所に従事する人
◇時間・ところ：14：00～16：00、メディカルセンター3階研修室
◇全3回のグループワークになります。
◇9月29日㈮実施のオンライン講演（録画）の視聴が可能ですので、地域医療課まで問い合わせてください。

(全3回)を

まだ元気やけど言っとくわ

まだ元気やけど言っとくわ

発　行：令和６年２月第１版
発行元：生駒市地域医療課
企　画：生駒市エンディングノート等作成ワーキンググループ

想いを伝える
「私ノート」

想いを伝える
「私ノート」

　医療・介護の両方のサービスを必要とする人や、複雑な生活課題を抱える人であっても地域で安心

して暮らし続けられるよう、地域の様々な機関や人々が協力・連携して、一人ひとりの暮らしをきめ

細やかに支援できる体制の整備を進めます。

●在宅医療・介護の連携を促進し、在宅療養のサポート体制を強化します。

●虐待の早期発見のための関係機関の連携強化や災害・感染症発生時にも安定的にサービスを提供す

るための地域の連携体制の構築に取り組みます。

●介護分野以外も含めた多様な機関や地域住民と連携し、制度や分野の垣根を超えた重層的な支援を

行うための体制整備を進めます。

　市民が住み慣れた地域や家庭で安心して暮らし続けることができ

るよう、市や医療、介護の関係機関が連携して包括的かつ継続的な

医療と介護サービスの提供体制を構築するため、生駒市医療介護連

携ネットワーク協議会を開催しています。また、協議会の下部組織

として、在宅医療介護推進部会及び認知症対策部会を置き、医療介

護従事者の参画を得て、在宅療養や認知症ケアに関するサポート体

制を強化していきます。

基本目標１  多機関・多職種の協働による支援の推進

【方向性】

【主な取組】

生駒市医療介護連携ネットワーク協議会

　既存の相談支援等の取組みを活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援

ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、相談支援・参加支援・地域

づくりに向けた支援を一体的に行う生駒市重層的支援体制整備事業（かさねるい

こま）に取り組んでいます。今後、地域づくりやアウトリーチ等を通じた伴走支

援にも積極的に取り組んでいきます。

いこまる相談窓口・・・高齢、障がい、子ども、貧困等の各分野の担当課と相談支
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んな相談でも丸ごと受け止める」取組み。「どこに相談していいかわからない」
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多機関協働事業・・・「いこまる主任推進員」を配置し、かさねるいこまの運営、

地域づくりや複雑化・複合化したケースについて多機関で話し合う重層的支援

会議の開催や支援担当者への支援としてアドバイスや他支援機関とのつなぎを

行っています。

参加支援事業・・・自治会などの単位で地域の方々と地域の福祉課題解決に向けて

伴走支援を行う「わがごとカイギ」を行っています。

　自らが望む医療やケアについて考え、支援者や家族等と共有し、市民が望む生活を最

期まで送るためのツールとして、生駒市版エンディングノートを作成しました。医療・

介護従事者からなるワーキンググループを在宅医療介護推進部会の下に置き、会議を重

ねながら市民の方に広く知ってもらうため、ノートのタイトルは、広報等を活用して投

票を行い『想いを伝える「私ノート」』に決定しました。

　令和６年２月18日（日）の市民フォーラム「人生会議を

学べる２時間」では、人生会議（ACP）に関する講演や「私

ノート」の配布、作成の他、カードゲームやボードゲーム

による人生会議の体験を行いました。第９期の在宅医療介

護推進部会では、医療介護連携の促進及び人生会議（ACP）

の普及啓発のため『想いを伝える「私ノート」』やカードゲーム、ボードゲーム

を活用し、専門職や市民への理解を深めます。

　なお、『想いを伝える「私ノート」』は生駒市ホームページからもダウンロード

ができます。

　高齢者虐待通報受理件数は横ばいですが、支援困難ケー

スは年々増加傾向にあります。虐待等、支援困難なケース

対応を充実させるため、令和３年度に基幹型地域包括支援

センターを直営で設置し、地域包括支援センター７カ所の

バックアップを行うとともに、関係機関と情報交換や連携

しながら、虐待の防止に努めています。

人生会議（ACP）の普及啓発に向けた取組みコラム❶

虐待防止・権利擁護の推進コラム❷

医療介護連携ネットワーク
協議会

在宅医療介護
推進部会

認知症対策
部会

　コロナ禍を踏まえ、医療・介護事業所は災害時におけるサービス提供体制の継続に不

安・危機感を持っている状況にありました。これを受けて、（１）生駒市医療介護連携ネッ

トワーク協議会、（２）生駒市（福祉政策課、地域包括ケア推進課、介護保険課、地域医

療課、防災安全課）、（３）奈良県（地域医療連携課、郡山保健所）にて災害時におけるサー

ビス提供体制の継続について検討を進めるため、「令和５年度　厚生労働省 在宅医療の災

害時における医療提供体制強化支援事業　連携型BCP・地域BCPに関するモデル地域事業」

を開始。共通理解を得るための研修を実施後、３回のグループワークを中心に課題抽出及

び解決策について検討を行いました。

　今後は、在宅療養者（特に、人工呼吸器や在宅酸素利用者等の医療ニーズの高い方、認

知症や精神疾患の方、独居等で介護力が低い方等）に対して、地域全体で必要な医療・ケ

アが継続できるよう、引き続き奈良県及び郡山保健所の協力を得ながら、支援体制の構築

を目指していきます。

連携型BCP・地域BCP策定支援事業

研修案内

わがごとカイギ

重層的支援会議

ボードゲームの様子

『想いを伝える
「私ノート」』

←生駒市HPはこちら
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自立支援に向けた介護予防・重度化防止の推進【重点施策】

　本市においては、専門職による支援から住民主体の活動まで、介護予防に関する多様で効果的な事

業・取組みが幅広く構築されてきたところであり、健康づくり・介護予防のいっそうの推進に向けた

環境整備や人材育成を進めます。

●介護予防に関する様々な教室や通いの場の充実を更に進めるとともに、介護予防手帳の活用も合わ

せて、セルフケアに関する周知啓発を行います。

●ハイリスク者への個別のアウトリーチや通いの場に保健師等の専門職が訪問して行う健康面の指導

等、健康づくりと介護予防の一体的な取組みを進めます。

●フレイル予防や健康状態の維持改善に効果的な短期集中予防サービス（通所型サービスC・訪問型

サービスC）について、必要な人にいっそう利用されるよう、適切なケアマネジメントを行うため

の人材育成や住民等への周知啓発に取り組みます。

　縦軸では介護の必要性を「高」～「低」と表現し、横軸ではサービスの性質として、住民主体・ボランティ

アの取組み（自助・互助）と専門的・行政サービス（共助・公助）に分けて事業を整理しています。それぞ

れの状態に応じた多くの事業を用意し、「介護予防・自立支援・重度化防止」に向けた取組みをさらに推進

していきます。

　高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようフレイル（虚弱）状態の人を早期

発見するために、基本チェックリスト（元気度チェック）を実施しています。フレイル（虚弱）と判定された

人の多くに「体力や筋力が低下し、外出しづらくなった」、「浴槽をまたぐのが難しくなった」という声が聞か

れます。生駒市には、短期集中予防サービス（通所型サービスC・訪問型サービスC）という３ヶ月程度、週に

１回から２回、集中的に通っていただき元の暮らしを取り戻す事業があります。今後、周知を幅広く行い、利

用者の増加を目指していきます。

基本目標２  健康づくり・介護予防のいっそうの推進

【方向性】

【主な取組】

　介護予防手帳は、生駒市内に住む65歳以上の高齢者を対象に、日々の生活や行動等を振

り返り、体調管理や新たな目標・生きがいを見つけるきっかけづくりとするものです。自

身で目標を定め、目標達成のために取り組むことや家族や友人に応援してほしいこと、そ

して活動記録を記入するほか介護予防に役立つ情報が掲載されており、体調や日々の行動

等の自己管理ができるツールとして活用しています。

　介護予防事業やいきいき百歳体操の参加時に、毎回スタンプを押してもらい、２冊分

（384回）押印が終わると、「金の介護予防手帳」をお渡ししています。

介護予防手帳コラム❸

生駒市介護予防・自立支援・重度化防止の全体像

金の介護予防手帳

パワーアップPLUS教室（通所型・訪問型がセットの事業）

パワーアップ教室（口腔・栄養・運動） 転倒予防教室（座学・体操）
ス
テ
ッ
プ
ウ
ェ
ル

（
持
久
力
）

壁
押
し

（
筋
力
）

マ
ッ
ト
運
動

（
筋
力
）

４
色
マ
ッ
ト

（
バ
ラ
ン
ス
力
）

サービスの性質

のびのび
教室

エイジレス
エクササイズ

いきいき
百歳体操

老人
クラブ

脳の若返り
教室

ひまわり
の集い

通所B 転倒予防
教室

基準緩和
A

パワーアップ
教室

従前相当
サービス

パワーアップ
plus教室

紙おむつ支給

要介護１〜５

要支援１〜２相当

一般高齢者

シルバー人材
センター

地域の趣味
活動等

住民主体 ・ボランティア （自助 ・互助）
専門的 ・行政サービス （共助 ・公助）

高

低

介
護
の
必
要
性

高齢者福祉
サービス

緊急通報
システム

行方不明
高齢者捜索
ネットワーク

配食サービス
　　　　　　　　　等

・ 地域リハビリテーション活動
　支援事業 （地域ケア会議など）
・ 介護予防把握事業
　　　　　　　　　　　（元気度チェック）
・ 介護予防教室
・ボランティア普及、 育成等
・一般介護予防事業評価事業

予防給付サービス

介護保険サービス

介護予防 ・生活支援サービス

一般介護予防事業

生
活
習
慣
病
重
症
化
に
よ
る
入
院
予
防

フ
レ
イ
ル
高
齢
者

の
接
続

フ
レ
イ
ル
高
齢
者

の
接
続

保健事業と
介護予防の
一体的実施
（アウトリーチ）

短期集中予防サービス　〜通所型・訪問型サービスC〜

さわやか
運動教室わくわく教室 コグニサイズ

教室
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新しい要支援者等への生活援助の提供イメージ

ファミリーサポート
（援助会員）

掃除等の
生活支援ニーズ

●介護以外の分野との連携も検討

要支援等高齢者

地域包括支援センター

家事援助等サービス（保険外）既存のサービスA事業者

シルバー人材センター

支援を受ける高齢者も関心・能力に
応じて支援の担い手に。

学生、若者、主婦（主夫）など元気な高齢者

関心を持つ人を
広く募集

サービスA
従事者養成研修

生駒市社協

生駒市

雇用

委託

新 サービスA事業所

＋
利用者のニーズに応じ
自費（保険外）サービス

生活支援サービス

生活支援サービス

人材派遣会社

※その他のインフォーマルサービスの資源も活用

〇困窮自立支援
〇障害者就労

サービスAと既存資源の
対象者像を踏まえ、適切な
ケアマネジメントを実施

利用者のニーズと
支援者の特性を

踏まえたマッチング
↓

人材派遣事業の
ノウハウを活用

サービスAと、既存資
源との役割分担（対象
者像の整理）を行う

　高齢者が自身の関心に応じて地域活動や就労的な活動に取り組むことを促進し、一人ひとりにとっ

ての生きがいを創り出すとともに、その力を地域の支え合いなど地域全体の支援体制の充実・強化に

つなげていくための取組みを進めます。

●地域の多様な人々が参加して、地域課題や資源の把握、連携強化を行うための体制を構築し、地域

住民の互助による生活支援サービスや民間企業のノウハウを活用した訪問型サービス等、生活支援

体制の充実に取り組みます。

●様々な活動を担っているボランティアの育成・定着、新たな人材確保に取り組みます。

●学びの場や就労の機会の確保、地域活動の拠点づくりなど、地域とのつながりや社会参加を促すた

めの環境整備を進めます。

基本目標３  生きがいづくりや社会参加の促進、生活支援の充実を通じた地域づくり

【方向性】

【主な取組】

　平成16年度よりサロン代表者等、地域の多様

な主体が集まる「地域ねっとの集い」を開催し

ています。ボランティアの育成・定着を図ると

ともに、新たな人材確保として「介護予防ボラ

ンティア講座」等ボランティア養成にも取り組

みながら、地域活動を活性化するための環境を

整備してきました。また、いきいき100歳体操が

各地に広まってきたことから、令和２年度より、

地域活動の拠点づくりとして「まちのえき」を

全庁的に広めることを加速化しています。萩の

台住宅地のまちのえきでは、民間企業と協働し

た脱炭素化の取組みや移動販売の導入、いきいき100歳体操、カフェの運営など多様な取組みを実施してい

ます。

多様な主体の場づくりコラム❹

　シルバー人材センターは、高齢者が生き

がいを持って働ける場を確保するととも

に、空き家の管理や家事援助サービスなど

地域ニーズに則した事業実施により地域活

性化に寄与をするなど、重要な拠点となり

ます。このため、登録会員の募集や利用促

進に向けた市内の団体・個人に対する広報

活動等、多方面からの支援に努めます。

シルバー人材センターコラム❺

園児との交流（俵口町にて）

地域ねっとの集い

家事援助サービス

公園整備

畑活（辻町にて）

　訪問型サービスAは、ヘルパー資格のない人でも市の研修を受講することで従事でき、多くの人が担い手とな

れるサービスです。人材不足が課題となる中、サービスAの充実は、掃除等の生活支援を行う人材の確保に加え、

訪問介護員が専門性を活かした身体介護に集中できるようになることにもつながります。

　本市では、要支援者等への訪問サービスの提供実態を調査し、地域包括支援センターや事業者等と協議しな

がら、サービスAの適切な活用を促進しています。また、介護事業所以外の民間企業（人材派遣会社を想定）の

参入による、その企業独自の強みを活かした新しい事業モデルの構築も進めています。

　高齢者の地域における生活支援サービスの充実と介護予防（高齢者の社会参加）を推進するため、本市では

全ての地域包括支援センターに生活支援コーディネーターを配置しています。これからも、地域に出向き、地

域で役割を持ち続けられる住民主体の活動の機会や話し合いを含めた場づくりを進めます。これらの活動を通

して、支え合い活動にもつながっていきます。

生活支援サービス（訪問型サービスA）の拡充

介護予防・日常生活支援総合事業の充実【重点施策】

生活支援コーディネーターの資質向上、第２層協議体の設置

支え合い活動の推進【重点施策】
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　今後、認知症の人の数は更に増加することが見込まれています。認知症は誰もがなりうるものであ

り、家族等が認知症になることも含め、多くの人にとって身近なものとなっています。認知症の人が

尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症の人を含めた一人ひとりが個性と能

力を十分に発揮し、尊重し支え合いながら共生する活力ある社会の実現に向けて取り組みます。

●認知症サポーターの養成等を通じて、幅広い世代に対して認知症に関する正しい理解を促進し、社

会全体で認知症の人やその家族を支える地域づくりを進めるほか、「認知症支え隊」の充実等によ

る認知症の人の社会参加支援に取り組みます。

●認知症の人が本人の意向に沿って暮らせるよう、関係者がチームになって本人の意思決定支援を行

う体制を構築していきます。

●高齢者や家族等の不安を解消するため、相談窓口の充実・周知に取り組みます。

基本目標４  認知症の人が尊厳を保持し希望を持って暮らせる社会の実現

【方向性】

【主な取組】

　認知症について正しく理解してもらうために平成21年度よ

り認知症サポーター養成講座を継続実施しています。市職員

の受講を始め、住民、小中学校や民間企業などに拡充し、多

様な場所で展開しています。令和５年12月末現在の累計サ

ポーター数15,484人、認知症にやさしい店舗数57カ所となり

ました。

　今後は、養成講座の受講が少ない働く世代に対して、啓発

の方法や場所などを工夫し実施していきます。

認知症について正しい理解の啓発コラム❻

　全国的には、地域包括支援センター職員等が兼務で認知症地域支援推進員を担うことも多い中、市内７

か所ある地域包括支援センターに認知症地域支援推進員をそれぞれ専従で配置するとともに、認知症の専

用ダイヤルを設け、相談しやすい体制を整備しています。また、認知症の人への声掛け訓練や認知症カフェ

の普及にも努めています。

認知症にやさしいまちづくりに向けた取組みコラム❼

権利擁護支援センター実務者連絡会

支え隊員による買い物サポート 地域の支え合いによる移動支援

大型商業施設での認知症サポーター養成講座

認知症カフェの写真

声掛け訓練の写真

　認知症支え隊養成講座を実施し、認知症の人が「やってみたい！」と思うことや「一人では不安」というこ

とについて、サポートをしたいという登録者を募り、マッチングを行った上で認知症の人の社会参加を応援し

ています。登録者95名（令和５年４月現在）で、買い物のサポートや犬の散歩の同行、サロンへの送迎、畑活

動のサポートなど多様な取組みを実施しています。

　左の写真は「自分の目で見て食材を購入したい」という希望がある人に、「認知症支え隊」が寄り添い、一緒

に買い物をしている風景です。スーパーまでは、右の写真にあるように地域の支え合いによる移動支援を活用

して送迎してもらい、お店の前で支え隊と待ち合わせて、一緒に買い物をしています。認知症の人の社会参加

をサポートする取組みをさらに進めていきます。

　認知症等により判断能力が十分でない人の権利が侵害されないよう、

権利擁護支援センターを設置し、専門的な相談対応や成年後見制度等

の利用支援、地域関係団体等への権利擁護に関する普及啓発を実施し

ています。

　認知症の人が増加していく中、本人の意思決定支援や権利擁護のた

めに求められる支援方法を関係者が集まって協議できる場や後見人等

が選ばれた後も福祉・医療・地域の関係者が連携してチームとなって

本人を支え続ける体制づくりを進めるとともに、権利擁護支援セン

ターがその推進役を担えるよう、機能強化をしていきます。

認知症支え隊事業

認知症の人の社会参加支援【重点施策】

権利擁護支援センター

認知症の人の意思決定支援及び権利利益の保護【重点施策】
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基本目標４  認知症の人が尊厳を保持し希望を持って暮らせる社会の実現
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介護現場の生産性向上・業務改善への支援【重点施策】

検索ケアプラン ヘルプデスク

を、

。

　介護保険の財源は、利用者の負担額を除いた介護給

付にかかる費用（給付費）の50%を保険料、残り50%を

税金等の公費で賄うこととなっており、第１号被保険

者は給付費の23%を負担することになります。

　ただし、調整交付金の割合によって、第１号被保険

者の負担割合は増減します。

　調整交付金は、市町村ごとの介護保険財政の格差を

調整するために、高齢者の割合や所得水準の違いに応

じて、国が各市町村に対して交付するものであり、交

付割合は５％から増減する場合があります。

介護保険の財源構成

　第１期から第９期の介護保険事業計画の標準給付費実績額等は下記のとおりです。

これまでの標準給付費実績額及び介護保険料（第 1期～第９期）

介護保険の財源構成
（居宅サービスの場合）

国
20.0％

県
12.5％

市
12.5％

第１号被保険者
（65歳以上）
23.0％

第２号被保険者
（40歳以上65歳未満）

27.0％

国調整交付金
5.0％
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（円）

標準給付費実績額（左軸）　　　　　　　　　　標準給付費見込額（左軸）
月額保険料基準額（右軸）　　　　　　　　　　月額保険料基準額【全国平均】（右軸）

これまでの標準給付費実績額及び月額保険料基準額

　高齢化や生産年齢人口の減少が進む中でも、将来に渡って、介護サービス等の支援を必要な人に適

切に提供できるよう、人材やサービスの確保等の基盤整備を含め、介護保険制度の持続可能性を高め

るための取組みを進めます。

●多様な人材の参入促進や人材の育成・定着、生産性向上等、総合的な対策による人材確保を推進し

ます。

●ICTや介護ロボットの導入・活用支援、各種手続きの簡素化により、介護現場の負担軽減や多様な

人材が働きやすい環境を整備します。

●研修等を通じた地域包括支援センターの機能強化を行うほか、家族介護者の不安を軽減するため介

護に関する情報提供や相談を行う場を設けるなどの支援を行います。

●ケアプラン点検等により、ケアマネジメントの質の向上や給付適正化に取り組みます。

基本目標５  持続可能な介護保険制度の推進

【方向性】

【主な取組】

　介護人材の確保にあたっては、人材の新規参入の促進と定

着を図る取組みが必要であることから、「介護に関する入門

的研修」や「生駒市介護職員初任者研修受講就労支援事業」

による受講料の助成等を実施しています。中でも、「介護に

関する入門的研修」は、県内市町村では本市のみが実施して

います。

　今後も、介護に携わる上での不安を払拭できるような研修

を引き続き実施し、介護人材のすそ野拡大と人材確保・育成

につなげていきます。

　介護現場における生産性向上とは、介護ロボット等のテクノロジーを活用することによ

り、職員の業務負担の軽減を図るとともに、業務の改善や効率化で生み出した時間を直接

的な介護ケアの業務に充てるなど、介護サービスの質の向上にもつなげていくことです。

　この取組みを進めるため、介護ロボットの導入支援のほか、令和６年度からケアプラン

データ連携システムの導入支援や事業所指定等申請業務の電子化・標準化を実施します。

これらのシステムの利用を支援することにより、介護現場の業務負担軽減を図り、介護

サービスの質の向上に取り組みます。

入門的研修での車椅子体験

介護が必要となるであろう両親のために受講しました。

３日間の研修が、 あっという間でした。

セミナー受講した中で、 一番良かったです。
介護技術だけでなく、 関わり方や考え方についても学

べました。 地域での見守り活動にも役立てたいです !

幅広い知識から技術面、 心の部分まで教えていただ

き、 今後家族の介護やボランティア、 できれば仕事と

しても活かしていきたいと思います。
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※第８期における令和５年度の給付実績は見込額。

介護に関する入門的研修

介護ロボット、ICTの導入支援事業
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介護保険の財源と事業費

人材の確保・育成・定着、資質の向上【重点施策】
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生駒市の高齢者の現状と将来推計

総人口に占める高齢者の割合

高齢者人口に占める要支援・要介護認定者の割合（第１号被保険者）

70歳以上人口に占めるひとり暮らし高齢者の割合

総世帯数に占める高齢者夫婦のみ世帯の割合

高齢者人口に占める認知症高齢者の割合
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2023年

４人
に約１人

2023年

７人
に約１人

2023年

７人
に約１人

2023年

６世帯
に約１世帯

2023年

６人
に約１人

2040年

３人
に約１人

2040年

５人
に約１人

2040年

６人
に約１人

2040年

５世帯
に約１世帯

2040年

５人
に約１人


